
山村境界基本調査作業規程準則運用基準 （新旧対照表） 

新 旧 

山村境界基本調査作業規程準則運用基準 

目次 

 第一章 総則(第一条―第三条) 

 第二章 計画(第四条・第五条) 

第三章 現地調査(第六条―第九条) 

 第四章 山村境界基本測量 

  第一節 総則(第十条―第十五条) 

  第二節 山村境界基本三角測量(第十六条―第二十条) 

  第三節 山村境界基本多角測量(第二十一条―第二十五条) 

  第四節 山村境界基本細部測量(第二十六条―第三十条) 

  第五節 山村境界基本調査点測量(第三十一条―第三十四条) 

 第五章 山村境界基本調査図及び山村境界基本調査簿の作成(第三十五条) 

 

第一章 総則 

（目的） 準則第一条 

第一条 地籍基本調査における山村境界基本調査にかかる山村境界基本調査作

業規程準則（以下「準則」という。）の運用については、この運用基準に定め

るところによる。 

 

（趣旨の普及） 準則第三条 

第二条 山村境界基本調査を行う者は、当該調査についての理解を得るため、現

地調査の実施にあたり、調査地域の市町村に対し、行政の広報等による地域住

民への周知を依頼するものとする。 
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第一章 総則 

（目的） 準則第一条 

第一条 地籍基本調査における山村境界基本調査にかかる山村境界基本調査作

業規程準則（以下「準則」という。）の運用については、この運用基準に定め

るところによる。 

 

（趣旨の普及） 準則第三条 

第二条 山村境界基本調査を行う者は、当該調査についての理解を得るため、現

地調査の実施にあたり、調査地域の市町村に対し、行政の広報等による地域住

民への周知を依頼するものとする。 

 



（管理及び検査） 準則第六条 

第三条 山村境界基本調査の管理及び検査は、「山村境界基本調査工程管理及び

検査規程」（平成２５年４月３日付け国土籍第10号国土交通省土地・建設産業

局地籍整備課長了）に基づいて行うものとする。 

 

第二章 計画 

 

（作業計画の作成） 準則第十一条 

第四条 山村境界基本調査を行う者は、当該調査の作業着手前に、作業の方法、

使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を作成するものと

する。 

 

 （作業進行予定表の作成） 準則第十一条 

第五条 山村境界基本調査を行う者は、作業計画に基づき、作業進行予定表を作

成して作業を行うものとする。 

 

   第三章 現地調査 

 （資料収集） 準則第十二条 

第六条 現地調査に当たっては、公図、森林計画図、市町村保存の地図、空中写

真等調査に必要な資料を収集するものとする。 

２ 収集した資料は、資料ごとにその履歴、作成年度、縮尺、表示事項等の内容

を整理するものとする。 

 

（現地調査図素図の作成） 準則第十二条 

第七条 現地調査図素図は、現地作業に適した大きさのものとし、一筆の図形内

に修正事項が記載できるスペース等を勘案して適宜の大きさに区分して作成
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するものとする。 

２  公図の全部又は一部が滅失等の場合における現地調査図素図の作成につい

ては、森林計画図、市町村保存の地図、空中写真その他の資料に基づいて行う

ものとする。 

３  現地調査図素図の表示については、「地籍調査図素図表示例」（昭和３２年１

０月２４日付け経企土第１７９号経済企画庁総合開発局長通達）に基づいて行

うものとする。 

４ 分筆登記等により地積測量図が備え付けられている場合は、その写しにより

確認するものとする。 

 

（関係機関との調整） 準則第十三条 

第八条 現地調査に当たっては、調査に関係する諸官庁（地方法務局、長狭物管

理部署、国有地管理部署、市町村の普通財産管理部署等）に対し、調査への協

力要請とともに、密接な連絡調整に努めるものとする。 

２  公図の全部又は一部が滅失等の場合における現地調査図素図の作成に当た

っては、管轄登記所と必要に応じて事前に協議するものとする。 

３ 現地調査時の現地精通者等の証言及び現況情報は、山村調査票に記録するも

のとする。 

 

（山村境界基本調査点の調査） 準則第十三条 

第九条 隣接する筆が同一所有者の場合は、同一所有者内の山村境界基本調査点

の調査は省略する。この場合、現地調査図素図には、代表地番を残して表示す

るものとする。 

 

第四章 山村境界基本測量 

    第一節 総則 
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第四章 山村境界基本測量 

    第一節 総則 



 （器械及び器材） 準則第十四条 

第十条 山村境界基本測量に用いる器械及び器材は、別表第１に定める性能若し

くは規格を有するもの又はこれらと同等以上のものでなければならない。 

２ 観測又は測定に用いる器械は、作業開始前に点検し、その性能に応ずる観

測又は測定ができるように調整しておかなければならない。 

３  前項の点検は、「地籍測量に用いる器械の点検要領」（平成２３年１２月２

７日付け国土籍第２８０号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知）

に基づいて行うものとする。 

 

 （記録及び成果） 準則第十四条  

第十一条 山村境界基本測量における作業の記録及び成果は、別表第２に掲げる

ものとする。 

２ 前項の記録及び成果における座標値及び標高は、別記計算式により求める

ものとする。 

 

（同等以上の精度を有する基準点） 準則第十五条  

第十二条 作業規程第十五条に規定する「同等以上の精度を有する基準点」とは、

測量法第四十一条第一項の規定に基づく国土地理院の長の審査を受け、十分な

精度を有すると認められた基準点とする 

 

（基準点の精度） 準則第十五条  

第十三条 １級基準点は、基準点（補助基準点を除く。）と同等なものとして取

り扱う。国土調査法第十九条第二項の規定により認証され、又は同条第五項の

規定により指定された基準点のうち１級基準点に相当するものについても、同

様とする。 

２ ２級基準点、街区三角点及び補助基準点（主として宅地が占める地域以外に
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しくは規格を有するもの又はこれらと同等以上のものでなければならない。 

２ 観測又は測定に用いる器械は、作業開始前に点検し、その性能に応ずる観

測又は測定ができるように調整しておかなければならない。 

３  前項の点検は、「地籍測量に用いる器械の点検要領」（平成２３年１２月２
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 （記録及び成果） 準則第十四条  

第十一条 山村境界基本測量における作業の記録及び成果は、別表第２に掲げ

るものとする。 

２ 前項の記録及び成果における座標値及び標高は、別記計算式により求める

ものとする。 

 

（同等以上の精度を有する基準点） 準則第十五条  

第十二条 作業規程第十五条に規定する「同等以上の精度を有する基準点」とは、

測量法第四十一条第一項の規定に基づく国土地理院の長の審査を受け、十分な

精度を有すると認められた基準点とする。 

 

（基準点の精度） 準則第十五条  

第十三条 １級基準点は、基準点（補助基準点を除く。）と同等なものとして取

り扱う。国土調査法第十九条第二項の規定により認証され、又は同条第五項の

規定により指定された基準点のうち１級基準点に相当するものについても、同

様とする。 

２ ２級基準点、街区三角点及び補助基準点（主として宅地が占める地域以外に



おけるもの）は、１次の山村境界基本三角点と同等なものとして取り扱う。国

土調査法第十九条第二項の規定により認証され、又は同条第五項の規定により

指定された基準点のうち２級基準点に相当するものについても、同様とする。 

３ ３級基準点、街区多角点及び補助基準点（主として宅地が占める地域におけ

るもの）は、１次の山村境界基本多角点と同等なものとして取り扱う。国土調

査法第十九条第二項の規定により認証され、又は同条第五項の規定により指定

された基準点のうち３級基準点に相当するものについても、同様とする。 

４ ４級基準点は、２次の山村境界基本多角点と同等なものとして取り扱う。国

土調査法第十九条第二項の規定により認証され、又は同条第五項の規定により

指定された基準点のうち４級基準点に相当するものについても、同様とする。 

 

（山村境界基本調査基準点等の密度） 準則第十九条 

第十四条 山村境界基本調査基準点等の密度の標準は、別表第３に定めるところ

によるものとする。 

 

（標識の規格） 準則第二十条 

第十五条 山村境界基本調査基準点等の規格は、別表第４に定めるところによる

ものとする。 

 

     第二節 山村境界基本三角測量 

 （山村境界基本三角測量の方法） 準則第二十一条 

第十六条 山村境界基本三角測量は、トータルステーションを用いる測量方法、

セオドライト及び測距儀を用いる測量方法（以下「ＴＳ法」という。）又はＧ

ＮＳＳ（ＧＰＳ、ＧＬＯＮＡＳＳ及び準天頂衛星システム等の衛星測位システ

ムの総称）測量機を用いる測量方法（以下「ＧＮＳＳ法」という。）により行

うものとする。 

おけるもの）は、１次の山村境界基本三角点と同等なものとして取り扱う。国

土調査法第十九条第二項の規定により認証され、又は同条第五項の規定により

指定された基準点のうち２級基準点に相当するものについても、同様とする。 

３ ３級基準点、街区多角点及び補助基準点（主として宅地が占める地域におけ

るもの）は、１次の山村境界基本多角点と同等なものとして取り扱う。国土調

査法第十九条第二項の規定により認証され、又は同条第五項の規定により指定

された基準点のうち３級基準点に相当するものについても、同様とする。 

４ ４級基準点は、１次の山村境界基本細部点と同等なものとして取り扱う。国

土調査法第十九条第二項の規定により認証され、又は同条第五項の規定により

指定された基準点のうち４級基準点に相当するものについても、同様とする。 

 

（山村境界基本調査基準点等の密度） 準則第十九条 

第十四条 山村境界基本調査基準点等の密度の標準は、別表第３に定めるところ

によるものとする。 

 

（標識の規格） 準則第二十条 

第十五条 山村境界基本調査基準点等の規格は、別表第４に定めるところによる

ものとする。 

 

     第二節 山村境界基本三角測量 

 （山村境界基本三角測量の方法） 準則第二十一条 

第十六条 山村境界基本三角測量は、トータルステーションを用いる測量方法、

セオドライト及び測距儀を用いる測量方法（以下「ＴＳ法」という。）又はＧ

ＮＳＳ（ＧＰＳ、ＧＬＯＮＡＳＳ及び準天頂衛星システム等の衛星測位システ

ムの総称）測量機を用いる測量方法（以下「ＧＮＳＳ法」という。）により行

うものとする。 



 

（多角路線） 準則第二十三条 

第十七条 山村境界基本三角測量における多角網は、基準点等（補助基準点を除

く。）又は山村境界基本三角点を与点とした１次の多角路線で構成することと

する。 

（削除） 

 

２ 多角網に必要な与点の数は、次の式により算出した値以上とする。ただし、

ｎは新点数とし、〔 〕の中の計算終了時の小数部は切り上げるものとする。 

  〔ｎ／５〕＋２ 

  なお、電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ法に必要な与点は、作業地域    

に最も近い電子基準点３点以上とする。 

３ 地形の状況等により単路線を形成する場合に必要な与点の数は、２点とす

る。 

４ 多角網の外周路線に属する新点は､外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線か

ら外側４０度以下の地域内に選定することを標準とし、路線の中の夾角は､６

０度以上を標準とする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

５ 与点から与点まで、与点から交点まで又は交点から他の交点までを結ぶ路

（以下「多角路線」という。）の長さは、以下のとおりとする。 

一 ＴＳ法による場合は、２．０キロメートル以下を標準とする。ただし、

単路線にあっては３．０キロメートル以下を標準とする。 

 

二 ＧＮＳＳ法による場合は、５．０キロメートル以下を標準とする。ただ

し、電子基準点のみを与点とする場合は、この限りでない。 

 

 

（多角路線） 準則第二十三条 

第十七条 山村境界基本三角測量における多角網は、基準点等（補助基準点を除

く。）を与点とした１次の多角路線で構成することを標準とする。 

 

２ 山村境界基本三角点を与点とした場合の多角路線の次数は、ＧＮＳＳ法によ

る場合を除き、与点の最大次数に１次を加えるものとする。 

３ 多角網に必要な与点の数は、次の式により算出した値以上とする。ただし、

ｎは新点数とし、〔 〕の中の計算終了時の小数部は切り上げるものとする。 

  〔ｎ／５〕＋２ 

  なお、電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ法に必要な与点は、作業地域に

最も近い電子基準点３点以上とする。 

４ 地形の状況等により単路線を形成する場合に必要な与点の数は、２点とす

る。 

５ 多角網の外周路線に属する新点は､外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線か

ら外側４０度以下の地域内に選定することを標準とし、路線の中の夾角は､６

０度以上を標準とする。 

 

６ 与点から与点まで、与点から交点まで又は交点から他の交点までを結ぶ路

線（以下「多角路線」という。）の長さは、以下のとおりとする。 

一 ＴＳ法による場合は、３．０キロメートル以内を標準とする。ただし、

２次の多角路線及び単路線にあっては２．５キロメートル以内、３次の多

角路線にあっては１．５キロメートル以内を標準とする。 

二 ＧＮＳＳ法による場合は、５．０キロメートル以内を標準とする。ただ

し、電子基準点のみを与点とする場合における与点から交点までの路線の

長さは除く。 



６ 同一の多角路線に属する新点間の距離は、なるべく等しく、かつ、１５０メ

ートル以下はなるべく避け、著しい見通し障害によりやむを得ない場合にあっ

ても１００メートル以上とする。なお、ＧＮＳＳ法による場合の新点間の距離

は１０００メートルを標準とする。 

７ 同一の多角路線に属する新点の数は、８点以下とする。ただし、２次の多角

路線及び単路線にあっては９点以下とする。 

 

（削除） 

 

 

８ 当該作業地域の新点全てを電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ法で設置

するとともに、周辺の基準点等（補助基準点を除く。）又は山村境界基本三角

点との整合を確認する場合には、点検のための観測を１点以上の既設点におい

て行い、観測図に含めるものとする。 

 

 

（縮尺）  準則第二十四条 

第十八条 山村境界基本三角点選点図及び山村境界基本三角点網図の縮尺は、２

万５千分の１、１万分の１又は５千分の１とする。 

 

 （標識の規格） 準則第二十五条 

第十九条 山村境界基本三角点の標識の規格は、別表第４に定めるところによる

ものとする。 

２ 前項の標識については、滅失、破損等の防止及び後続の測量の容易化を図る

ため、保護石、表示板等を設置するように努めるものとし、その設置状況を写

真に記録するものとする。 

７ 同一の多角路線に属する測点間の距離は、なるべく等しく、かつ、１５０メ

ートルより短い距離はなるべく避け、著しい見通し障害によりやむを得ない場

合にあっても１００メートルより短い距離は避けるものとする。 

 

８ 同一の多角路線に属する測点の数は、１２点以内とする。ただし、２次の多

角路線及び単路線にあっては９点以内、３次の多角路線にあっては７点以内と

する。 

９ ＧＮＳＳ法により山村境界基本三角点を設置する場合には、多角網に含まれ

る山村境界基本三角点等又は近隣の山村境界基本三角点等との視通の確保に

努めるものとする。 

１０ 当該作業地域の新点全てを電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ法で設

置するとともに、周辺の山村境界基本三角点等との整合を確認する場合には、

点検のための観測を１点以上の既設点において行い、観測図に含めるものとす

る。 

 

 

（縮尺）  準則第二十四条 

第十八条 山村境界基本三角点選点図及び山村境界基本三角点網図の縮尺は、２

万５千分の１、１万分の１又は５千分の１とする。 

 

 （標識の規格） 準則第二十五条 

第十九条 山村境界基本三角点の標識の規格は、別表第４に定めるところによる

ものとする。 

２ 前項の標識については、滅失、破損等の防止及び後続の測量の容易化を図る

ため、保護石、表示板等を設置するように努めるものとし、その設置状況を写

真に記録するものとする。 



３ 前項により記録した標識の写真は、フィルム又は電子データとして保存し管

理するよう努めるものとする。 

 

（観測、測定及び計算） 準則第二十六条 

第二十条  山村境界基本三角測量における観測及び測定は、必要に応じて、水平

角、鉛直角、器械高、目標の視準高、距離、気圧、温度、基線ベクトル及び高

低差について行うものとする。 

２ 前項における観測及び測定の方法は、別表第５に定めるところによるものと

する。 

３ 前項の観測及び測定において偏心がある場合には、別表第６に定めるところ

により偏心要素を測定するものとする。この場合において、偏心距離は、測定

距離の６分の１未満でなければならない。 

４ 山村境界基本三角測量における計算の単位及び計算値の制限は、別表第７に

定めるところによるものとする。なお、電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ

法においては、セミ・ダイナミック補正を行うものとする。 

５ 山村境界基本三角点の座標値及び標高は、ＴＳ法の場合には厳密網平均計算

により求めることとし、ＧＮＳＳ法による場合にはジオイド・モデルを使用す

る三次元網平均計算により求めるものとする。この場合において、厳密網平均

計算又は三次元網平均計算に用いる重量は、別表第８に定める数値を用いて計

算するものとする。 

（削除） 

 

 

６  観測、測定及び計算結果が別表第５及び別表第７に定める制限を超えた場合

は、再測をしなければならない。なお、再測は、観測中の諸条件を吟味し、許

容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 

３ 前項により記録した標識の写真は、フィルム又は電子データとして保存し管

理するものとする。 

 

（観測、測定及び計算） 準則第二十六条 

第二十条  山村境界基本三角測量における観測及び測定は、必要に応じて、水平

角、鉛直角、器械高、目標の視準高、距離、気圧、温度、基線ベクトル及び高

低差について行うものとする。 

２ 前項における観測及び測定の方法は、別表第５に定めるところによるものと

する。 

３ 前項の観測及び測定において偏心がある場合には、別表第６に定めるところ

により偏心要素を測定するものとする。この場合において、偏心距離は、測定

距離の６分の１未満でなければならない。 

４ 山村境界基本三角測量における計算の単位及び計算値の制限は、別表第７に

定めるところによるものとする。なお、電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ

法においては、セミ・ダイナミック補正を行うものとする。 

５ 山村境界基本三角点の座標値及び標高は、ＴＳ法の場合には厳密網平均計算

により求めることとし、ＧＮＳＳ法による場合にはジオイド・モデルを使用す

る三次元網平均計算により求めるものとする。この場合において、厳密網平均

計算又は三次元網平均計算に用いる重量は、別表第８に定める数値を用いて計

算するものとする。 

６ 前項の規定にかかわらず、ＴＳ法の場合の単路線による山村境界基本三角点

の座標値及び標高は、方向角の閉合差を測点数、座標及び標高の閉合差を測点間

距離に比例して配布の上求めることができるものとする。 

７  観測、測定及び計算結果が別表第５及び別表第７に定める制限を超えた場合

は、再測をしなければならない。なお、再測は、観測中の諸条件を吟味し、許容

範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 



７ 山村境界基本三角測量を行った場合は、別表第９に定めるところにより点検

測量を行わなければならない。 

８ 前項の点検測量における点検の数量は、ＴＳ法による場合には新設した山村

境界基本三角点数の１０％以上（小数部切り上げ）、ＧＮＳＳ法による場合に

は平均図において採用する観測辺数の総和の１０％以上（小数部切り上げ）と

する。 

 

第三節 山村境界基本多角測量 

 （山村境界基本多角測量の方法） 準則第二十七条 

第二十一条 山村境界基本多角測量はＧＮＳＳ法又はＴＳ法により行うものと

する。 

２ 山村境界基本多角測量により決定された節点は、２次の山村境界基本多角点

とすることができる。 

 

（多角路線） 準則第二十九条 

第二十二条 山村境界基本多角測量における多角網は、基準点等（補助基準点を

除く。）又は山村境界基本三角点を与点とした１次の多角路線で構成すること

を原則とする。なお、ＧＮＳＳ法により実施する場合は、電子基準点のみを与

点とすることができる。 

２ 山村境界基本多角点を与点とした場合の多角路線の次数は、与点の最大次数

に１次を加えるものとする。ただし、厳密網平均計算を行った場合で、かつ、

基準点等（補助基準点を除く。）又は山村境界基本三角点の与点を１／２以上

含む場合は、与点とした山村境界基本多角点の最大次数をもって多角路線の次

数とすることができる。 

３ 多角網に必要な与点の数は、３点以上とし、単路線に必要な与点の数は、２

点とする。 

８ 山村境界基本三角測量を行った場合は、別表第９に定めるところにより点検

測量を行わなければならない。 

９ 前項の点検測量における点検の数量は、山村境界基本三角点の新設点数に１

０％を乗じて算出した数（小数部切り上げ）とする。 

 

 

 

第三節 山村境界基本多角測量 

 （山村境界基本多角測量の方法） 準則第二十七条 

第二十一条 山村境界基本多角測量はＧＮＳＳ法又はＴＳ法により行うものと

する。 

（新規） 

 

 

（多角路線） 準則第二十九条 

第二十二条 山村境界基本多角測量における多角網は、山村境界基本三角点等を

与点とした１次の多角路線で構成することを標準とする。 

 

 

２ 山村境界基本多角点を与点とした場合の多角路線の次数は、与点の最大次数

に１次を加えるものとする。ただし、厳密網平均計算を行った場合で、かつ、

山村境界基本三角点等の与点を１／２以上含む場合は、与点とした山村境界基

本多角点の最大次数をもって多角路線の次数とすることができる。 

 

３ 多角網に必要な与点の数は、３点以上とし、単路線に必要な与点の数は、２

点とする。 



４ 電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ法に必要な与点は、作業地域に最も近

い電子基準点３点以上とする。なお、単路線に必要な与点の数は、作業地域

に最も近い電子基準点２点とする。 

５ 多角網の外周路線に属する新点は､外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線か

ら外側５０度以下の地域内に選定することを標準とし、路線の中の夾角は､６

０度以上を標準とする。 

６ 多角路線の長さは、電子基準点のみを与点とする場合の与点から交点までの

路線の長さを除き、１．５キロメートル以下を標準とする。ただし、２次及び

３次の多角路線にあっては、１．０キロメートル以下を標準とする。 

７ 同一の多角路線に属する新点間の距離は、なるべく等しく、かつ、３０メ 

ートル以下はなるべく避け、見通し障害等によりやむを得ない場合にあっても

１０メートル以上とする。 

８ 同一の多角路線に属する新点の数は、１次の多角路線（単路線を含む。以下

この項において同じ。）にあっては５０点以下、２次の多角路線にあっては３

０点以下とする。 

（第１項末尾へ移動） 

 

 

（第４項へ移動） 

 

９ 当該作業地域の新点全てを電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ法で設置

するとともに、周辺の山村境界基本調査基準点等との整合を確認する場合に

は、点検のための観測を１点以上の既設点において行い、観測図に含めるもの

とする。 

 

（縮尺） 準則第三十条   

（第９項から移動） 

 

 

４ 多角網の外周路線に属する新点は､外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線か

ら外側５０度以下の地域内に選定することを標準とし、路線の中の夾角は､６

０度以上を標準とする。 

５ 多角路線の長さは、電子基準点のみを与点とする場合の与点から交点までの

路線の長さを除き、１．５キロメートル以内を標準とする。ただし、２次及び

３次の多角路線にあっては、１．０キロメートル以内を標準とする。 

６ 同一の多角路線に属する測点間の距離は、なるべく等しく、かつ、３０メー 

トルより短い距離はなるべく避け、見通し障害等によりやむを得ない場合にあ

っても１０メートルより短い距離は避けるものとする。 

７ 同一の多角路線に属する測点の数は、１次の多角路線（単路線を含む。以下

この項において同じ。）にあっては５０点以内、２次の多角路線にあっては３

０点以内、３次の多角路線にあっては２０点以内とする。 

８ 当該山村基本測量の精度区分が国土調査法施行令（昭和２７年政令第５９

号。以下「令」という。）別表第４に定める乙二及び乙三の地域において、Ｇ

ＮＳＳ法により実施する場合は、電子基準点のみを与点とすることができる。 

９ 前項の場合における山村境界基本多角測量に必要な与点は、作業地域に最も

近い電子基準点２点以上とする。 

１０当該作業地域の新点全てを電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ法で行っ

た場合は、周辺の山村境界基本調査基準点等との整合を図るものとする。 

 

 

 

（縮尺） 準則第三十条 



第二十三条 山村境界基本多角点選点図及び山村境界基本多角点網図の縮尺は、

１万分の１、５千分の１又は２千５百分の１とする。 

 

 （標識の規格） 準則第三十一条 

第二十四条 山村境界基本多角点は、永久的な標識を設置するように努めるもの

とし、山村境界基本多角点の標識の規格は、別表第４に定めるところによるも

のとする。 

２ 前項の標識については、滅失、破損等の防止及び後続の測量の容易化を図る

ため、その設置状況を写真に記録するものとする。 

３ 前項により記録した標識の写真は、フィルム又は電子データとして保存し管

理するよう努めるものとする。 

 

（観測、測定及び計算） 準則第三十二条 

第二十五条  山村境界基本多角測量における観測及び測定は、必要に応じて、水

平角、鉛直角、器械高、目標の視準高、距離、気圧、温度及び基線ベクトルに

ついて行うものとする。 

２ 前項における観測及び測定の方法は、別表第１０に定めるところによるもの

とする。 

３ 山村境界基本多角測量における計算の単位及び計算値の制限は、別表第１１

に定めるところによるものとする。なお、電子基準点のみを与点とするＧＮＳ

Ｓ法においては、セミ・ダイナミック補正を行うものとする。 

４ 山村境界基本多角点の座標値及び標高は、ＴＳ法の場合には厳密網平均計算

により求めることを原則とし、ＧＮＳＳ法による場合にはジオイド・モデルを

使用する三次元網平均計算により求めるものとする。この場合において、厳密

網平均計算又は三次元網平均計算に用いる重量は、別表第１２に定める数値を

用いて計算するものとする。 

第二十三条 山村境界基本多角点選点図及び山村境界基本多角点網図の縮尺は、

１万分の１、５千分の１又は２千５百分の１とする。 

 

 （標識の規格） 準則第三十一条 

第二十四条 山村境界基本多角点は、永久的な標識を設置するように努めるもの

とし、山村境界基本多角点の標識の規格は、別表第４に定めるところによるも

のとする。 

２ 前項の標識については、滅失、破損等の防止及び後続の測量の容易化を図る

ため、その設置状況を写真に記録するものとする。 

３ 前項により記録した標識の写真は、フィルム又は電子データとして保存し管

理するものとする。 

 

（観測、測定及び計算） 準則第三十二条 

第二十五条  山村境界基本多角測量における観測及び測定は、必要に応じて、水

平角、鉛直角、器械高、目標の視準高、距離、気圧、温度及び基線ベクトルに

ついて行うものとする。 

２ 前項における観測及び測定の方法は、別表第１０に定めるところによるもの

とする。 

３ 山村境界基本多角測量における計算の単位及び計算値の制限は、別表第１１

に定めるところによるものとする。 

 

４ 山村境界基本多角点の座標値及び標高は、第二十条第５項の規定を準用して

求めるものとする。ただし、厳密網平均計算又は三次元網平均計算に用いる重

量は、別表第１２に定める数値を用いて計算するものとする。なお、標高につ

いては必要に応じて求めるものとする。 

 



５ 山村境界基本多角測量においては、標高の計算を省略することができるもの

とする。 

６  観測、測定及び計算結果が別表第１０及び別表第１１に定める制限を超えた

場合は、再測をしなければならない。なお、再測は、観測中の諸条件を吟味し、

許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 

７ 山村境界基本多角測量を行った場合は、別表第１３に定めるところにより点

検測量を行わなければならない。 

８ 前項の点検測量における点検の数量は、新設した山村境界基本多角点数の

５％以上（小数部切り上げ）とする。 

 

第四節 山村境界基本細部測量 

 （山村境界基本細部測量の方法） 準則第三十三条 

第二十六条 山村境界基本細部測量は、ＧＮＳＳ法又はＴＳ法により行うものと

する。 

 

 

（山村境界基本細部点等の密度） 準則第三十四条 

第二十七条 山村境界基本細部点等の密度の標準は、別表第１４に定めるところ

によるものとする。 

２ 山村境界基本細部点の選定の結果は、山村境界基本細部点選点図に取りまと

めるものとする。なお、山村境界基本多角点選点図を兼用して取りまとめるこ

とを妨げない 

 

（多角測量法による山村境界基本細部測量） 準則第三十五条 

第二十八条 山村境界基本細部多角点を与点とした場合の多角路線の次数は、与

点の最大次数に１次を加えるものとする。ただし、厳密網平均計算を行った場

（新規） 

 

５  観測、測定及び計算結果が別表第１０及び別表第１１に定める制限を超えた

場合は、再測をしなければならない。なお、再測は、観測中の諸条件を吟味し、

許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 

６ 山村境界基本多角測量を行った場合は、別表第１３に定めるところにより点

検測量を行わなければならない。 

７ 前項の点検測量における点検の数量は、山村境界基本多角点の新設点数に

５％を乗じて算出した数（小数部切り上げ）とする。 

 

第四節 山村境界基本細部測量 

 （山村境界基本細部測量の方法） 準則第三十三条 

第二十六条 山村境界基本細部測量は、ＧＮＳＳ法、ＴＳ法又はデジタル方位距

離計を用いる測量方法（以下「デジタル方位距離計法」という。）により行う

ものとする。 

 

 （山村境界基本細部点等の密度） 準則第三十四条 

第二十七条 山村境界基本細部点等の密度の標準は、別表第１４に定めるところ

によるものとする。 

（新規） 

 

 

 

（多角測量法による山村境界基本細部測量） 準則第三十五条 

第二十八条 （新規） 

 



合で、かつ、与点数のうち山村境界基本多角点等を１／２以上含む場合は、与

点とした山村境界基本多角点の最大次数をもって多角路線の次数とすること

ができる。 

２ 多角網に必要な与点の数は、３点以上とし、単路線に必要な与点の数は、２

点とする。 

３ 多角測量法による細部図根測量の多角路線の長さは、１．０キロメートル以

下を標準とする。ただし、閉合路線を形成する路線の長さは、２００メートル

以下を標準とする。 

 

 

４ 同一の多角路線に属する新点の数は、５０点以下を標準とする。 

５ 多角測量法による山村境界基本細部測量における観測及び測定の方法は、 

別表第１５に定めるところによるものとする。 

６ 多角測量法による山村境界基本細部測量における計算の単位及び計算値の

制限は、別表第１６に定めるところによるものとする。 

７ 山村境界基本細部多角点の座標値は、ＴＳ法の場合には厳密網平均計算によ

り求めることを標準とし、ＧＮＳＳ法による場合にはジオイド・モデルを使用

する三次元網平均計算により求めるものとする。この場合において、厳密網平

均計算又は三次元網平均計算に用いる重量は、別表第１７に定める数値を用い

て計算するものとする。なお、簡易網平均計算による場合は、方向角の閉合差

は測点数、座標値の閉合差は路線長に比例して配分するものとする。 

８ 観測、測定及び計算結果が別表第１５及び別表第１６に定める制限を超えた

場合は、再測をしなければならない。なお、再測は、観測中の諸条件を吟味し、

許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 

９ 山村境界基本細部測量を行った場合は、別表第１８に定めるところにより点

検測量を行わなければならない。 

 

 

 

（新規） 

 

多角測量法による山村境界基本細部測量の多角路線の長さは、１．０キロメ

ートル以内を標準とする。ただし、デジタル方位距離計法の場合は、同一の多

角路線の長さは０．５キロメートル以内とし、同一の多角路線に属する測点間

の距離は、５メートル以上２５メートル以内、同一の多角路線に属する測点の

数は２０点以内とする。 

（新規） 

２ 多角測量法による山村境界基本細部測量における観測及び測定の方法は、別 

表第１５に定めるところによるものとする。 

３ 多角測量法による山村境界基本細部測量における計算の単位及び計算値の

制限は、別表第１６に定めるところによるものとする。 

４ 山村境界基本細部多角点の座標値は、ＴＳ法の場合には厳密網平均計算又は

簡易網平均計算により求めるものとし、ＧＮＳＳ法による場合にはジオイド・

モデルを使用する三次元網平均計算により求めるものとする。この場合におい

て、厳密網平均計算又は三次元網平均計算に用いる重量は、別表第１７に定め

る数値を用いて計算するものとし、簡易網平均計算における方向角の閉合差は

測点数、座標及び標高の閉合差は路線長に比例して配布するものとする。 

５ 観測、測定及び計算結果が別表第１５及び別表第１６に定める制限を超えた

場合は、再測しなければならない。なお、再測は、観測中の諸条件を吟味し、

許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 

６ 山村境界基本細部測量を行った場合は、別表第１８に定めるところにより点

検測量を行わなければならない。 



１０ 前項の点検測量における点検の数量は、新設した山村境界基本細部点数の

２％以上（小数部切り上げ）とする。 

 

（放射法による山村境界基本細部測量） 準則第三十六条  

第二十九条 放射法による山村境界基本細部測量は、１次の山村境界基本細部多

角点等を与点として行うことを原則とする。ただし、山村境界基本細部多角測量

を省略した場合は、２次の山村境界基本細部多角点等を与点とすることができる。 

２ 開放多角路線で設置した節点は、山村境界基本細部放射点とすることができ

るものとする。 

３ 放射法による山村境界基本細部測量における観測及び測定の方法は、別表第

１９に定めるところによるものとする。 

４ 簡易網平均計算（定型網を除く）により求められた路線に属する山村境界基

本細部多角点等を与点とする場合は、与点と同一の平均計算により求められた

山村境界基本細部多角点等を基準方向とする。 

５ 放射法による山村境界基本細部測量における与点から山村境界基本細部放

射点までの距離は、１００メートル以下を標準とする。 

６ あらかじめ行う与点の点検測量は、ＴＳ法による場合は、同一の多角路線に

属する他の山村境界基本細部点等までの距離の測定又は基準方向と同一の多

角路線に属する他の山村境界基本細部点等との夾角の観測を、ＧＮＳＳＳ法に

よる場合は、基線ベクトルの観測を、デジタル方位距離計法の場合は、同一の

多角路線に属する他の山村境界基本細部点等までの距離の測定を行い、当該点

の移動等の点検を行うものとする。 

７ 前項の点検における観測及び測定は、第二十八条第２項を準用して行うもの

とし、点検の較差の標準は別表第２０によるものとする。 

（削除） 

 

７ 前項の点検測量における点検の数量は、山村境界基本細部点の新設点数に

２％を乗じて算出した数（小数部切り上げ）とする。 

 

（放射法による山村境界基本細部測量） 準則第三十六条 

第二十九条 （新規） 

 

 

（新規） 

 

放射法による山村境界基本細部測量における観測及び測定の方法は、別表第

１９に定めるところによるものとする。 

（新規） 

 

 

（新規） 

 

２ あらかじめ行う与点の点検測量は、ＴＳ法による場合は、同一の多角路線に

属する他の山村境界基本細部点等までの距離の測定又は基準方向と同一の多

角路線に属する他の山村境界基本細部点等との夾角の観測を、ＧＮＳＳＳ法に

よる場合は、基線ベクトルの観測を、デジタル方位距離計法の場合は、同一の

多角路線に属する他の山村境界基本細部点等までの距離の測定を行い、当該点

の移動等の点検を行うものとする。 

３ 前項の点検における観測及び測定は、第二十八条第２項を準用して行うもの

とし、点検の較差の標準は別表第２０によるものとする。 

４ 第１項においてＴＳ法による場合は、与点と基準方向とした山村境界基本細

部点等の距離は、１次にあっては基準方向の距離より、２次にあっては１次の



 

８ 放射法による山村境界基本細部測量における計算の単位及び計算値の制限

は、別表第２１に定めるところによるものとする。 

９ 観測、測定及び計算結果が別表第１９、別表第２０及び別表第２１に定める

制限を超えた場合は、再測しなければならない。なお、再測は、観測中の諸条

件を吟味し、許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 

１０ 山村境界基本細部放射点の１０パーセント以上については、他の山村境界

基本細部多角点等からの同一方法の観測又は当該点から他の山村境界基本細

部多角点等への取付観測により点検を行い、その座標値の較差が別表第２２の

制限内にあれば、最初に求めた位置を採用する。ただし、見通し障害等により

他の山村境界基本細部多角点等からの同一方法の観測又は当該点から他の山

村境界基本細部多角点等への取付観測ができない場合には、別表第１３に定め

るところにより点検測量を行うものとする。 

１１ 開放路線により求めた山村境界基本細部放射点については、別表第１３に

定めるところにより全数において点検測量を行わなければならない。 

 

（縮尺） 準則第三十八条 

第三十条 山村境界基本細部点網図の縮尺は、１万分の１、５千分の１、２千５

百分の１又は千分の１とする。 

 

    第五節 山村境界基本調査点測量 

 （山村境界基本調査点測量の方法）準則第三十九条 

第三十一条 放射法又は多角測量法による山村境界基本調査点測量は、ＧＮＳＳ

法、ＴＳ法又はデジタル方位距離計法により行うものとする。 

２ 単点観測法による山村境界基本調査点測量は、ネットワーク型ＲＴＫによる

測量方法（以下「ネットワーク型ＲＴＫ法」という。）又はＤＧＰＳ測量機を

距離より短くしなければならない。 

５ 放射法による山村境界基本細部測量における計算の単位及び計算値の制限

は、別表第２１に定めるところによるものとする。 

６ 観測、測定及び計算結果が別表第１９、別表第２０及び別表第２１に定める

制限を超えた場合は、再測しなければならない。なお、再測は、観測中の諸条

件を吟味し、許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 

７ 放射法により求めた山村境界基本細部点の概ね１０パーセントについては、

他の山村境界基本細部多角点等からの同一方法の観測又は当該点から他の山

村境界基本細部多角点等への取付観測により点検を行い、その座標値の較差が

別表第２２の制限内にあれば、最初に求めた位置を採用する。 

 

 

 

（新規） 

 

 

（縮尺） 準則第三十八条 

第三十条 山村境界基本細部点網図の縮尺は、１万分の１、５千分の１、２千５

百分の１又は千分の１とする。 

 

第五節 山村境界基本調査点測量 

 （山村境界基本調査点測量の方法）準則第三十九条 

第三十一条 放射法又は多角測量法による山村境界基本調査点測量は、ＧＮＳＳ

法、ＴＳ法又はデジタル方位距離計法により行うものとする。 

２ 単点観測法による山村境界基本調査点測量は、ネットワーク型ＲＴＫによる

測量方法（以下「ネットワーク型ＲＴＫ法」という。）又はＤＧＰＳ測量機を



用いる測量方法（以下「ＤＧＰＳ法」という。）により行うことができるもの

とする。 

 

（多角測量法による山村境界基本調査点測量）  準則第四十一条 

第三十二条 多角測量法による山村境界基本調査点測量における同一の多角路

線の長さは、５００メートル以下を標準とする。ただし、デジタル方位距離計

法の場合は、同一の多角路線の長さは３００メートル以下とし、同一の多角路

線に属する測点間の距離は、５メートル以上２５メートル以下、同一の多角路

線に属する測点の数は２０点以下とする。 

２ 多角測量法による山村境界基本調査点測量における観測及び測定の方法は、

別表第２３に定めるところによるものとする。 

３ 多角測量法による山村境界基本調査点測量における計算の単位及び計算値

の制限は、別表第２４に定めるところによるものとする。 

４ 多角測量法による山村境界基本調査点の座標値は、第二十八条第７項の規定

を準用して求めるものとする。 

５ 観測、測定及び計算結果が別表第２３及び別表第２４に定める制限を超えた

場合は、再測しなければならない。なお、再測は、観測中の諸条件を吟味し、

許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 

 

（放射法による山村境界基本調査点測量） 準則第四十二条 

第三十三条 簡易網平均計算（定型網を除く）により求められた路線に属する山

村境界基本細部点等を与点とする場合は、与点と同一の平均計算により求めら

れた山村境界基本細部点等を基準方向とする。 

２ 放射法による山村境界基本調査点測量における与点から山村境界基本調査 

点又は山村境界基本調査補助点までの距離は、１００メートル以下を標準とす

る。 

用いる測量方法（以下「ＤＧＰＳ法」という。）により行うことができるもの 

とする。 

 

（多角測量法による山村境界基本調査点測量）  準則第四十一条 

第三十二条 多角測量法による山村境界基本調査点測量における同一の多角路

線の長さは、５００メートル以内を標準とする。ただし、デジタル方位距離計

法の場合は、同一の多角路線の長さは５００メートル以内とし、同一の多角路

線に属する測点間の距離は、５メートル以上２５メートル以内、同一の多角路

線に属する測点の数は２０点以内とする。 

２ 多角測量法による山村境界基本調査点測量における観測及び測定の方法は、

別表第２３に定めるところによるものとする。 

３ 多角測量法による山村境界基本調査点測量における計算の単位及び計算値

の制限は、別表第２４に定めるところによるものとする。 

４ 多角測量法による山村境界基本調査点の座標値は、第二十八条第４項の規定

を準用して求めるものとする。 

５ 観測、測定及び計算結果が別表第２３及び別表第２４に定める制限を超えた

場合は、再測しなければならない。なお、再測は、観測中の諸条件を吟味し、

許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 

 

（放射法による山村境界基本調査点測量） 準則第四十二条 

第三十三条 （新規） 

 

 

（新規） 

 

 



３ 放射法による山村境界基本調査点測量において、あらかじめ行う与点の点検

測量は、ＴＳ法による場合は、同一の多角路線に属する他の山村境界基本細部

点等までの距離の測定又は基準方向と同一の多角路線に属する他の山村境界

基本細部点等との夾角の観測を、ＧＮＳＳ法による場合は、基線ベクトルの観

測を、デジタル方位距離計法の場合は、同一の多角路線に属する他の山村境界

基本細部点等までの距離の測定を行い、当該点の移動等の点検を行うものとす

る。 

４ 前項の点検に当たっては、別表第２５に定める観測及び測定の方法によるも

のとし、点検の較差の標準は別表第２６に定めるところによるものとする。 

５ 放射法等による山村境界基本調査点測量における観測及び測定の方法は、別

表第２５に定めるところによるものとする。 

６ 放射法等による山村境界基本調査点測量における計算の単位及び計算値の

制限は、別表第２７に定めるところによるものとする。 

７ 観測、測定及び計算結果が別表第２５、別表第２６及び別表第２７に定める

制限を超えた場合は、再測しなければならない。なお、再測は、観測中の諸条

件を吟味し、許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 

 

（単点観測法による山村境界基本調査点測量） 準則第四十三条 
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限は、別表第２９に定めるところによるものとする。 

３ 単点観測法により得られた山村境界基本調査点と周辺の山村境界基本細部

点等との整合性を確保するための山村境界基本細部点等の数は３点以上を標

準とし、努めて当該地区の周辺を囲むように選点するものとする。 

４ ネットワーク型ＲＴＫ法による整合性の確保は、ネットワーク型ＲＴＫ法に
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表第２５に定めるところによるものとする。 
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制限は、別表第２７に定めるところによるものとする。 
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制限を超えた場合は、再測しなければならない。なお、再測は、観測中の諸条

件を吟味し、許容範囲を超えた原因を考慮して行うものとする。 

 

（単点観測法による山村境界基本調査点測量） 準則第四十三条 
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３ 単点観測法により得られた山村境界基本調査点と周辺の山村境界基本細部

点等との整合性を確保するための山村境界基本細部点等の数は３点以上を標

準とし、努めて当該地区の周辺を囲むように選点するものとする。 
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より得られた山村境界基本細部点等の座標値と山村境界基本細部点等の成果

値の比較により行うものとする。 

５ 前項により比較した座標値の較差が、別表第２９に定める制限を超過した場

合は、平面直角座標系上において前項で比較した山村境界基本細部点等を与点

として座標補正を行い水平位置の整合処理を行うものとする。なお、座標補正

の変換手法は、ヘルマート変換を標準とする。 

６ 前項の場合における座標補正の点検は、座標補正後の山村境界基本調査点の

座標値と与点とした山村境界基本細部点等以外の既設点の成果値による計算

距離と、山村境界基本調査点から与点とした山村境界基本細部点等以外の既設

点までの距離を単点観測法等の方法により求めた実測距離との比較により行

うものとする。なお、点検数は１点以上とする。 

７ 前項により比較した距離の較差が別表第２９に定める制限を超過した場合

は、水平位置の整合処理に用いた与点を変更し再度第５項による比較を行うも

のとする。     

８ ＤＧＰＳ法による観測は、山村境界基本細部点等の観測を行いＤＧＰＳ補正

情報の質を確認した後に、山村境界基本調査点の観測を行うものとする。 

９ 前項により得られた山村境界基本細部点等の座標値と山村境界基本細部点

等の成果値との較差が別表第２９に定める制限を超過した場合は、観測条件を

変更し再度観測を行うものとする。 

 

第五章 山村境界基本調査図及び山村境界基本調査簿の作成 

 （原図の作成） 準則第四十七条 

第三十五条 山村境界基本調査図原図は、自動製図機（プリンタ等）を用いて作

成するものとする。 

２ 山村境界基本調査図及び山村境界基本調査簿の様式を定める省令（平成２３

年国土交通省令第６号）に定めのない基準点の表示は次の各号に従い表示する
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ものとする。 

一 １級基準点は基準点（補助基準点を除く。）の記号により表示する。国土

調査法第１９条第２項の規定により認証され、又は同条第５項の規定により

指定された基準点のうち１級基準点に相当するものについても、同様とす

る。 

二 ２級基準点は地籍図根三角点の記号により表示する。国土調査法第１９条

第２項の規定により認証され、又は同条第５項の規定により指定された基準

点のうち２級基準点に相当するものについても、同様とする。 

三 ３級基準点は地籍図根多角点の記号により表示する。国土調査法第１９条

第２項の規定により認証され、又は同条第５項の規定により指定された基準

点のうち３級基準点に相当するものについても、同様とする。 

四 ４級基準点は地籍図根多角点の記号により表示する。国土調査法第１９条

第２項の規定により認証され、又は同条第５項の規定により指定された基準

点のうち４級基準点に相当するものについても、同様とする。 
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